
 小田原市スポーツ振興基本指針の改定に対する市民意見の募集結果について 
 
１ 意見募集の概要 

政策等の題名 小田原市スポーツ振興基本指針の改定 

政策等の案の公表の日 令和５年２月 15日（水） 

意見提出期間 令和５年２月 15日（水）から令和５年３月 16日（木）まで 

市民への周知方法 意見募集要項の配布（市内公共施設、ホームページ、スポー

ツ課窓口（小田原アリーナ内）） 

２ 結果の概要 

  提出された意見は、次のとおりです。 

意見数（意見提出者数） 15件 （４人）              

 インターネット            ３人               

 ファクシミリ            ０人               

 郵送            ０人               

 直接持参           １人               
 
無効な意見提出            ０人                

３ 提出意見の内容 

  パブリックコメントで提出された意見の内容とそれに対する市の考え方は、次のとおり

です。 

 〈総括表〉 

区分 意見の考慮の結果 件  数 

Ａ 意見を踏まえ、政策等に反映したもの ４ 

Ｂ 意見の趣旨が既に政策等に反映されているもの １ 

Ｃ 今後の検討のために参考とするもの ４ 

Ｄ その他（質問など） ６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 〈具体的な内容〉 

 (1)策定の背景・趣旨について 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

１ （P.1） 

「東京 2020 大会」との記述に

ついて、「東京 2020オリンピ

ック・パラリンピック」と記

載したほうが分かりやすいの

で修正すべき。 

Ａ 意見のとおり修正します。 

 

(2)現況と課題について 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

１ 2-3 既存の組織・団体と総合

型地域スポーツクラブなど

（P.4） 

各スポーツ団体は、（公財）

小田原市体育協会加盟団体な

のか。そうであれば、わかり

やすく記載すべき。 

Ａ 意見のとおり修正します。 

２ 2-3 既存の組織・団体と総合

型地域スポーツクラブなど

（P.4） 

（公財）小田原市体育協会に

新たに加盟した２団体はどの

団体か。 

Ｄ 小田原サーフィン協会と小田原市ラグビ

ーフットボール協会です。 

３ 2-3 既存の組織・団体と総合

型地域スポーツクラブなど

（P.4） 

（公財）小田原市体育協会を

脱退した団体とその理由は。 

Ｄ 小田原水泳協会、小田原射撃協会、小田

原市歩け歩けの会、小田原市スクエアダ

ンス協会、小田原市ゲートボール協会、

小田原市ダンススポーツ連盟、小田原市

パークゴルフ協会です。 

その理由については、各団体で異なりま

す。 

４ 2-3 既存の組織・団体と総合

型地域スポーツクラブなど

（P.4） 

競技団体とレクリエーション

団体の違いは何か。 

Ｄ 一般的に、競技スポーツとは、より上位

を目指します。一方、レクリエーション

スポーツは、身体を動かすこと自体を楽

しむものです。（公財）小田原市体育協

会では、どちらの区分に属するかは、各

団体の判断に任せています。 



５ 2-8 スポーツ指導者の充実

（P.8） 

スポーツ指導者とスポーツ推

進委員は別か。また、スポー

ツ指導者は、市が雇用して市

民にスポーツ指導するのか。 

Ｄ ここでのスポーツ指導者は、市民等に対

してスポーツを指導される方をさしま

す。市との雇用関係は想定していませ

ん。 

６ 2-9 効果的なスポーツ情報の

提供・発信（P.8） 

湘南ベルマーレフットサルク

ラブはアマチュアクラブのた

め、プロスポ―ツという標記

を修正するべきではないか。 

Ａ 意見のとおり修正します。 

 

(3)「する」「みる」「ささえる」を効果的に推進するためのテーマについて 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

１ （P.11） 

「“重点的に取り組むべく施

策を掲げています”」のダブ

ルクォーテーションは取るべ

き。 

Ａ 意見のとおり修正します。 

２ 体育の授業にあるような野球

やサッカーと比べ、体験する

機会が少ないスポーツの体験

会などを支援すべき。 

Ｂ テーマ①「多様な主体におけるスポーツ

の機会創出」（P.12）では、児童生徒の

運動・スポーツへの興味と感心の向上及

び親しむ態度の育成を目標にしており、

その目標を達成するための方針として、

親子で参加できるイベント・プログラム

の実施や自然を舞台にしたスポーツやア

ーバンスポーツの推進の検討を掲げてい

ます。 

御意見は、具体的に事業を実施していく

際の参考にさせていただきます。 

３ テーマ④スポーツを通じた共

生社会の実現（P.15） 

「障がい者スポーツ」は固有

名詞のため、“がい”という

文字は、漢字で標記するべき

ではないか。 

Ｄ 「障がい者スポーツ」は固有名詞です

が、ここでの“障がい者”は、人を表す

言葉として使用しているため、「がい」

をひらがなで標記します。 

 



(4) その他スポーツに関すること 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

１ サイクリング場でのスケー

ト類の練習を可能にすべ

き。 

Ｃ 今後、スポーツ施設のあり方を検討して

いく上での参考とさせていただきます。 

２ 市営のスポーツジムが少な

い。市営公園に運動器具を

設置するべき。 

Ｃ 今後、スポーツ施設のあり方を検討して

いく上での参考とさせていただきます。 

３ スポーツ推進委員にスポー

ツ活動の指導や助言を受け

たい場合はどのようにすれ

ば良いか。 

Ｄ スポーツ課スポーツ振興係（電話番号：

0465-38-1149）までお問合せください。 

４ パークゴルフ場を新設して

ほしい。 

Ｃ 今後、スポーツ施設のあり方を検討して

いく上での参考とさせていただきます。 

５ 子どもは、遊ぶことで体力

向上につながる。 

校庭や体育館が遊びやすい

近隣施設になるよう、施設

の整備・近隣対策をすす

め、小田原市共通のルール

で遊びの場を提供してほし

い。 

Ｃ 今後の施策の参考とさせていただきま

す。 

 

４ その他政策案等と関係ない提出意見 

 ・スポーツ会館のトレーニング室を拡張してほしい。 

 ・ＰＤＦのもくじにリンクが設定されているものとされていないものがあるので統一した

ほうがいい。 


